
コロナの影響で売上が減少した場合、償却資産税が減免される可能性が！？ 
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前年申告をした方のところには、12月上旬頃に償却資産税の申告書が各市町村から送付されてきます。償

却資産税とは、償却資産に掛かってくる固定資産税の一種です。一定額以上償却資産を保有していると、土

地・家屋といった固定資産税以外にも税を納める必要性があります。 

令和 3年度（令和 3年 2月 1日申告期限）については、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し

ている中小事業者について、固定資産税減免措置がありますので熊本市を例にご紹介していきます。 

※熊本市以外の市町村も同様の措置が講じられています。 

 

１．対象者・軽減率  

中小企業者（個人、法人）について、令和 2年 2月～10月の任意の連続する 3月の期間の事業収入の合計が、 

 

 
  

 

2.対象資産  

 

①事業用家屋…減価償却資産であって、一般的には工場などの事業用の建屋等を想定しています。 

       棚卸資産は特例対象試算ではありません。 

②設備等の償却資産 

 

3．軽減措置の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4．認定経営革新等支援機関等への申告書類  

 

①  中小事業者等であることを確認できる書類 
◆個人：常時使用する従業員数が 1,000人以下であること、性風俗関連特殊営業を行っていないことを申告

書の誓約事項で確認。 

◆法人：資本金等要件を満たすこと、大企業の子会社でないこと、性風俗関連特殊営業を行っていないこと

を申告書の誓約事項で確認。 

 

②  事業収入の減少を確認できる書類 
会計帳簿等で、令和年 2月～10月の任意の連続する 3月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比べて減少して

いることを確認。 

 
③ 特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認できる書類 
青色申告決算書・収支内訳書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合を確認。 

 

5．よくある質問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人昴は、認定経営革新等支援機関等です。ぜひ、各担当者にご相談ください。 
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